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持続可能な行政サービス提供体制の構築と運用専門部会及びワーキング⓪
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（２）協議事項
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（３）今後の進め方について

～ここまで取材可能～
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　（設置目的）　
　　　ア　地域の課題解決のため、県及び１市５町に係る広域連携の方針と広域計画を協議
　　　イ　広域連携の方針や計画を実現ために必要となる、県及び各市町がそれぞれ行う各事業の連携についての調整
　　　ウ　各種の事業や施策の連携のほか、より安定的かつ効率的な行政サービスの提供体制の構築について、
　　　　　地方自治法の連携協約制度など、各種の広域連携制度の導入検討

＜概要＞
賀茂地域１市５町:下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町

＜これまでの主な成果＞

　賀茂地域の振興と危機管理体制強化に向けた施策を進めるため、平成27年４月よ

り、賀茂地域１市５町と県が連携し「賀茂地域広域連携会議」を設置し、人口減少問題

や地域の主産業である観光産業の低迷等の地域課題への取組を推進している。

　消費生活相談機能と、県民相談機能
を併せもつ相談機関を県と１市５町が共
同設置［平成28年４月］

その他、行政分野、官民・民民での連携として計14のテーマを設定し取り組んできている。

　「賀茂地域教育基本方針」を策定し、地
域が好き・誇りに思える子（賀茂の子）を
育てる取組を実施。

　県と１市５町による市町村税の滞納整
理組織（賀茂地方税債権整理回収協議
会）の立ち上げ［平成28年４月］

○賀茂地域教育振興センター設置［平成29年４月］
○静大、県大、文芸大と１市５町との連携協定［平成30年12月］
○幼児教育アドバイザーの共同設置［平成31年４月］
○賀茂キャンパス（賀茂地域大学交流拠点施設）の開所
　　［令和2年1月］

行 政 分 野 の 連 携

官 民 ・ 民 民 の 連 携
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1

賀茂地域広域連携会議における連携取組の評価検証
区

分

テーマ

（部会長）
検討・取組 評価・成果 今後の展開 【参考】当初の課題

1

消費生活センタ

ーの共同設置

（県民生活課）

〇平成28年１月28日に「賀茂地域の広域連携に係る連携協約書」を締結し、「

賀茂広域消費生活センター」を平成28年４月に設置

消費生活相談機能と県民相談機能を併せもつ相談機関を県と１市５町が共

同設置（消費生活センターでは全国初）

〇賀茂広域消費生活センター運営調整会議の開催

◎

・各市町が職員を配置して対応することは既に厳しく、共同設置により効率的な運

用が可能となり、県民相談と併せることで多様な相談にも対応できている。

・平日の毎日、専門的な立場からの助言やあっせんが受けられるとともに、潜在化

していた相談事案が表面化して財産的被害の回復などの救済が図られている。

・センター設置以降、相談件数は設置前（平成27年度）と比べ３倍以上に伸びてお

り効果が確認できている。また、役場では関係が近すぎて相談しにくいといった

ケースにも対応できている。

・高校生等への消費者教育・注意喚起や、高齢者の消費者被害を未然防止するため

の啓発、福祉部門と連携した見守り体制の構築のためにも、センターの担う役割

は大きくなっている。

・消費生活出前講座による消費者教育の機会が増加した。

・各市町、単独での対応が厳しい状

況であり、引き続き、賀茂広域消

費生活センター運営調整会議で

市町と情報共有しながら連携し

た取組を実施していく。

・消費生活出前講座の実施や市町

広報の利用及び福祉関係者や法

律専門家等との連携により、より

一層の消費生活センターの活用

を促進し、消費者被害の未然防止

に努めていく。

・管内１市５町に消費生活センターが設

置されていなかった。

・行政職員が様々な業務の傍ら相談に対

応など、県内他地域と比べて十分な消費

生活相談体制が構築されていなかった。

・全国的に高齢者の消費者被害が増加し

ている中、消費生活相談や消費者教育の

機能充実が急務となっていた。

2

教育委員会の共

同設置

（教育政策課・

義務教育課）

○「賀茂地域教育振興方針」を平成 29 年２月 21日に策定

○「賀茂地域の広域連携に係る連携協約」により、指導主事の共同設置、「賀

茂地域教育振興センター」を平成 29 年４月に開所

○「静岡大学、静岡県立大学、静岡文化芸術大学と賀茂１市５町の相互連携に

関する協定」を平成 30 年 12 月 18 日に締結

○「賀茂地域の広域連携に係る連携協約」により、幼児教育アドバイザーの共

同設置（平成 31 年４月）

○高等学校魅力化推進協議会の設立（平成 31 年２月）

○幼保・小・中・高の連携強化に向けた実践事例集の作成

○賀茂地域教育サポーター推進組織の設置

○指導要録の電子化の推進

〇賀茂キャンパス及び賀茂キャンパス活用推進委員会の設置（令和２年１月）

〇Dream 授業 in 賀茂の開催

〇「しずおか寺子屋」in賀茂の実施

〇

・１市５町で連携して教育施策を進めることで、地域の一体感の醸成や、指導要録

の電子化など業務の効率化につながっている。

・指導主事の共同設置による研修の充実や指導訪問の強化などにより、地域全体の

教育の質の向上につながっている。

・賀茂キャンパス事業による大学連携や教育機関等との取組を通じて、子どもたち

に地域の魅力を学び体験する機会が増加している。

・賀茂地域の未来を見据え、教育の質を維持向上していくため、教職員の専門性の

確保や広域連携の在り方等の検討が必要。

・引き続き「賀茂地域教育振興方

針」の理念のもと、「賀茂の子」

を育む取組を実施していく。

・教育事務の共同処理も含め、効果

的な広域連携の体制について引

き続き研究・検討していく。

・児童生徒数の減少による、学校運営の困

難や地域の活力低下の恐れがあること

から、地域全体で「賀茂の子」を育てる

環境づくりを進める必要があった。

・県による指導主事の時限配置が終了す

る平成 29 年度以降の未配置を解消する

必要があった。

・教育委員会事務局の職員数が、賀茂地域

１市５町は県内同一規模の市町と比べ

て多い状況にある。

3

税の徴収事務の

共同処理（税務

課・市町行財政

課）

○「賀茂地方税債権整理回収協議会」を平成28年４月に設置し、県職員と市町

職員から成る特別滞納整理チーム（３班体制）による共同徴収を開始

併任職員の相互派遣による徴収事務の共同処理

[県職員派遣]平成28、29年度：３人→平成30、令和元年度：１人→令和２年度～：０人

[事務局]平成28、29年度：下田財務事務所→平成30年度～：下田市（県はオブザーバー）

○平成 30 年度以降の共同徴収を継続（平成29年 12 月 15 日基本協定締結）

◎

・平成30年度に県から派遣された職員が中心となり滞納整理マニュアルや執行停

止事務取扱基準を作成し、ルールに基づく滞納整理を組織的に実施。市町を主体

とした協議会へ移行された（県は困難案件等アドバイスや進行管理支援）

・滞納者への滞納処分（差押え）件数が増加し、市町職員の徴収技術が向上した。

・相互派遣により、住民との関係性による滞納処分におけるしがらみ等が軽減され

た。

・「協議会」として対応することで、市町単位での実施よりも徴収効果が出ている。

・協議会での共同処理体制を継続

・市町による自立的な徴収体制を

推進しつつ、専門性の高い案件に

ついては、市町の意向に沿い、現

在の短期派遣を継続するととも

に、研修等を通じ、職員の資質向

上を目指し、相談、支援体制の充

実を図る。

・市町では共同徴収専任職員の配

置が厳しくなると見込まれる。

・徴収職員が少なく、徴収手法の蓄積や維

持が困難

・住民との距離が近く、滞納処分の執行を

躊躇

・収入率が低迷し、収入未済額が累積（県

平均との格差）

4

監査事務の共同

化

（市町行財政課）

○監査体制、監査の手法等各市町の現状調査、分析、結果の共有

○「監査のあり方」を踏まえた、監査事務様式・マニュアル等の共有化

○「賀茂地域監査事務連絡会議」の設置
◎

・監査事務様式・マニュアル等の共同化は、先進的な事例として、その共同化方法

も含め、国や有識者から高い評価を得ている。

・各市町の監査委員事務局長の意見交換・情報交換の場としての賀茂地域監査事務

連絡会議の設置により、地域における監査の水準の向上に寄与した。

・賀茂地域監査事務連絡会議における活動は令和元年度末をもって終了し、これま

での成果を踏まえ各市町で対応している。

・今後、構成市町から、監査事務の

共同化に向けた検討を行いたい

との要請があった場合には、県と

の情報共有等の機会を創出する

ことを検討する。

・平成 25 年度までに開催された総務省研

究会が「監査委員事務局の共同設置につ

いて真剣に検討されるべき」と指摘

・行政経営研究会の市町意向調査(H26)で

は、市町側から「単独処理困難事務又は

共同処理が必要な事務」として、監査事

務が挙げられた。

5

災害時における

人的・技術的支

援体制の構築

（土木防災課）

○『賀茂地域「ふじのくに災害復旧支援隊」派遣要領』を平成 28 年８月に施

行

○『静岡県「ふじのくに災害復旧支援隊」派遣要領』を平成 29 年４月に施行

（拡大）

◎
・局地激甚災害規模の災害が発生し、市町からの派遣要請があれば、円滑な災害復

旧事業の推進に寄与できる体制が構築できた。

・全県的な取組への拡大につながった（静岡県職員登録者数：R7：323 人）

・局地激甚災害規模の災害時にお

ける支援に期待

・市町における技術職員の慢性的な不足

・市町が所管する公共土木施設で局地激

甚災害規模の災害が発生した場合の支

援体制がなかった。

6

地籍調査の共同

実施

（農地計画課）

○「賀茂地域における地籍調査の共同実施に関する基本協定」を平成 28年 10

月 19 日に締結し、「賀茂地域地籍調査協議会」を設置

⇒平成 29年４月から共同実施を開始し、地籍調査が未着手・休止となって

いた５市町が地籍調査に着手

◎

・賀茂地域地籍調査協議会の設置により、未着手であった市町も地籍調査に着手

し、共同実施による体制が整備された。

・共同作業により多くの経験を積むことができたこと及び協議会主催の研修会を

定期的に開催したことにより、各市町担当職員の技術力は向上し、市町単独で対

応できるようになった。

・共同実施の派遣調整や技術向上

のため、協議会による体制を継続

していく。

・今後、市町におけるノウハウの引

継ぎや、職員不足による調査の停

滞が生じないよう、指導・助言し

ていく。

・南海トラフ巨大地震による甚大な被害

が想定される中、財政負担、人員確保の

困難、測量等の専門知識や技術を有した

職員不足などの理由により、５市町にお

いて地籍調査が未着手・休止となってい

た。

※ゴシック箇所は自走している取組
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7

地域包括ケアシ

ステムの構築・

運用

（福祉長寿政策課）

（福祉指導課、

健康増進課、国

民健康保険課）

○「賀茂地域における介護事業所指定・指導監督の共同実施に関する基本協

定」を平成 29 年 12 月 15 日に締結し、「賀茂地域介護事業所指定・指導監

督推進協議会」を設置
◎

・「賀茂地域介護事業所指定・指導監督推進協議会」により、介護保険事業に関す

る事務について、市町が連携した実施体制を構築できた。

・賀茂地域介護事業所指定・指導監督共同実施業務マニュアルを作成し、実地指導

業務等の標準化を図ることができた。

・県福祉指導課による研修、事例検討会の機会を創設したことで、市町担当者は多

様な事例に触れることができ、実地指導のスキルを取得できた。

・県福祉指導課と同行し、指導監督を行うことで、県のスキルを取得できた。

・共同実施に伴い他市町が指導監督を行う時のポイント等を取得することができた。

・今のサービスを維持し安定的に提供するには福祉人材の確保が必要となる。

職員の相互併任を掛け、担当課長会

議等を通じて情報共有しながら指

導スキルの向上のため、共同実施機

会の確保や、研修会等の開催を検討

していく。

・賀茂圏域の限られた医療機関、介護サー

ビス、それを支える人材を考えると、各

市町単独での事業運営には難しさが予

想され、広域での連携を視野に入れた

検討が必要な状況

・一部介護事業所の指定・指導監督業務の

権限移譲に係るノウハウの不足

○県、賀茂地域１市５町及び民間（医師会、歯科医師会、薬剤師会）が一体と

なり、「賀茂地域における住民の健康寿命の延伸と生活の質の向上を目指す

基本協定」を平成 30 年２月 19日に締結し、「賀茂地域健康寿命延伸等協議

会」を設置

◎

・「賀茂地域健康寿命延伸等協議会」により、県と市町とが連携した検討・実施体

制が構築できた。

・糖尿病等重症化予防事業について、賀茂地域糖尿病等重症化予防共同実施要領を

作成し、実施方法の標準化を図って取り組んだ結果、重症化予防の保健指導実施

率が向上した。

・小規模自治体においても専門性が求められる業務について、共同実施によりまわ

っている。

各プロジェクトを立てて取り組ん

でいく。

・特定健診受診率の向上

・重症化予防共同実施

・高血圧対策

・食の環境整備

・歯を守るための対策

・高齢者の保健事業と介護予防の

一体的実施

母子保健事業の共同実施（R8～）

・人口減少と高齢化の進展が著しく、医療

費及び介護費用が増加し、住民の費用

負担の増加と市町財政の圧迫が懸念さ

れることから、生活習慣病予防対策や

健診受診率向上に向けた取組が喫緊の

課題となっていた。

8

技術的・専門的

知識を要する事

務の共同処理

（技術職員の共

同利用）（市町行

財政課）

○技術的・専門的知識を有する職員の確保の仕組みとして、「派遣職員の受け

皿となる機関･組織の共同設置」や「職員の共同利用」など共同処理の手法

について、全国的な取組例や効果を把握しながら、具体的方策を検討

○共同処理の手法による職員の活用の必要が生じた場合に、市町における検

討・準備作業を円滑に進めることができるようにとの考えから、『「技術的・

専門的知識を有する職員」の共同利活用～「技術的・専門的知識を要する事

務」の共同処理マニュアル～』策定

〇行政経営研究会「持続的な土木インフラ維持のための課題検討会」を設置

し、各市町における採用、育成等に係る先進的な取組の横展開や、県と下田

市の道路維持管理共同発注事例の共有といった、技術職員等の不足に対処

する方策の検討を、市町とともに進めている。

〇

・マニュアルの策定によって、職員の共同利活用の手法を明示し、各市町が即時活

用できる状況は整備済

[手法の例] 機関等の共同設置／事務の委託／事務の代替執行

・各市町では土木や保健師等の技術職員の確保が困難な状況は続いており、既に市

町間連携だけでは対応が厳しい状況になっている。

・技術職員だけでなく行政職員全体で人員不足が進んでおり、将来、現在行ってい

る行政サービスの維持が困難になることが懸念される。行政サービスのあり方を

含めた持続可能な地域づくりへの対応が必要不可欠となっている。

・賀茂地域広域連携会議や行政経

営研究会において、新たに、職員

不足に対応するために必要な取

組を進められるよう、具体的な検

討をする。

・各市町単独では、土木や保健師等の技術

職員が、採用もままならないほど確保

が困難な状況となり、個別の専門スキ

ルの維持･向上、ポスト管理、人材育成、

技術の承継等の課題が顕在化してき

た。

9

公共施設の長寿

命化、共同活

用・管理（水道事

業）（市町行財政

課、水資源課）

〇水道事業財務会計システムのクラウド化の早期実現、漏水調査の必要性・実

施方法の検討

〇平成 29 年２月「経営戦略・水道ビジョン策定に係る共通仕様書」策定

〇平成 30 年７月「賀茂地域水道事業等財務会計システム共同化（クラウド化）

の実施に関する協定」締結

〇平成 31 年 4 月水道事業等財務会計システム共同（クラウド）稼働

〇

・共通仕様書は、賀茂地域市町の経営戦略策定において活用されたほか、他地域に

も提供され、県内水道事業者の経営戦略の早期策定に寄与した。

・広域連携プランで提案された事務の共同発注のうち、財務会計システムの共同化

（クラウド化）について、平成 30年度内にシステムを構築し、平成 31年４月か

ら運用開始。（令和６年から第二次共同利用を開始）

・クラウド導入によりメンテナンスに係る職員の作業軽減や、津波被害等によるデ

ータ消失防止体制の確保につながった。

・二次共同利用から対象事業を増やし、事業当たりのコスト低減を図っているが、

水道経営は依然厳しい状況にある。

・システム共同化のコスト削減効

果増大を目指し、参画市町拡大等

の可能性を検討する。

・防災、減災の視点から地域全体で

の飲料水の確保等に向けた対策

について検討する。

・給水人口の急激な減少と、管路・施設の

老朽化の進行により、水道事業の経営

が大変厳しい危機的な状況にある。

10
若者定住

（賀茂地域局）

○地域への愛着、「賀茂の子」を育む取組

・「高校生のKAMOマルシェ」「Wikipedia Town in 賀茂地域」「高校生が地域産業

を学ぶインターンシップ」「賀茂地域ではたらくのりもの大集合！」を実施

・賀茂キャンパス及び賀茂キャンパス活用推進委員会の設置（再掲）

・県内大学生による魅力発信若旅プロジェクト

○移住定住に関する連携

・「利便性の高い窓口づくり」（情報様式の整理）

・「賀茂地域１市５町の基本情報」のパンフレットを作成

・転出入時任意アンケートの全市町導入（基本項目共通化）

○地域住民の意向調査の実施（対象：地域全住民/二十歳/児童生徒）

⇒・賀茂のカリスマ（カモスマ）の紹介、出前講座の実施

・小学生職場体験講座の実施

〇

・「賀茂の子」を育む取組については、教育委員会の共同設置専門部会や賀茂キャ

ンパス関連事業と連携した相互的な取組を展開している。

・移住定住に関する取組は、賀茂地域ふれあい事業推進協議会（くらし・環境部企

画政策課）における一体的取組として包括され連携した体制が展開できている。

・民間事業者でも児童生徒を対象とした職場体験や社会人との交流機会の提供な

ど、若者が地域を知ることのできる取組も増えてきている。

・学生アンケートの結果を踏まえた、子どもたちが地域への愛着を持つための取組

を展開することができている。

・取組全体としては一定の効果があるかと思われるが、若者定住の改善までには至

っていない。

・教育委員会の共同設置専門部会

等における取組と連携していく。

・アンケート結果等を踏まえた取

組を検討・実施していく。

・Uターンに加えて、関係人口や I

ターンの促進の取組を検討して

いく。

・県の取組の市町への共有、連携の

強化を図る。

・将来、進学等で当地域を離れる児童・生

徒が、戻ってきて生活できる地域づく

りや地域住民が地域に定着して、住み

続けることができる地域づくりが必要

となっている。

※ゴシック箇所は自走している取組
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持続可能な行政サービスの提供に向けた広域連携モデル構築事業の採択について

１ 概要

静岡県の将来像や施策の方向性を示す「2040 基本指針」を受け、賀茂地域での対

策の具体化に活用するため、総務省の「持続可能な行政サービスの提供に向けた広

域連携モデル構築事業（委託事業）」に申請し、採択された。

＜総務省広域連携モデル構築事業の概要＞

人材不足が深刻化する中、行政サービスの提供を持続可能なものとするため、

新しい広域連携を実践する自治体を支援し、全国展開可能なモデルを構築する。

２ 採択事業の概要

文教施設等の維持管理に関する事務における連携モデルを検討するため、

賀茂地域における実態調査（委託）を令和８年度実施する(国庫 10/10)。

事業内容

１
賀茂地域における県及び市町所有の文教施設への調査

（施設所在地、用途、管理体制、職員の業務内容）

２
調査結果の取りまとめ、分析・提案

（施設間での業務の共同処理・一括管理の可能性及び期待される効果）

３ 人口減少先進自治体への視察のコーディネート

４ 有識者・国関係者等を招いたフォーラムの開催
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